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　The aim of this paper is to review trends of studies on perceptions of poverty in contemporary Japan. As a result, three research trends 

were identified: empirical researches dealing with perceptions of the definition or image of poverty, researches on cognitive mechanisms 

of poverty causes or solutions, and critical researches on the “self-responsibility” of poverty. At present, the study on perceptions of 

poverty is still in its infancy, and further researches are expected to be accumulated in this area. In my conclusion, I discussed the path of 

subsequent research.
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１．問題設定

本稿の目的は，現代日本の貧困観を扱った研究群を

批判的に整理することにより，貧困観を含めた広義の

貧困研究の発展にむけたロードマップを手に入れるこ

とである。

昨今の日本社会において，貧困が関心を集めるよう

になっていることについては広く合意が得られるだろ

う１）。だがここではあえて，現代の日本における貧困

への関心の動向の振り返りから始めることにする。そ

うした振り返り作業を通じて，貧困に向けられる関心

を学術的に扱うことの意義を確認したい。

実態としての貧困が論じられる際，頻繁に参照され

るのが相対的貧困率である（図１）。図１によると相

対的貧困率が微増傾向にあることから，貧困が徐々に

深刻になっていることが読み取れるが，貧困への関心

を検討するうえで重要なのは，この指標が示す実態の

一端ではなく，指標を取り巻くストーリーである。

相対的貧困率は2009年にはじめて公表されたのち，

2011年には1985年以降の値もさかのぼって公表され

た（阿部 2019）。このように，2009年以降の日本政府

は比較的積極的に貧困率を公表しているものの，それ

以前は貧困率をほとんど明らかにしてこなかった。日

本政府によって公表された最後の貧困率は，1965年
の厚生行政基礎調査における低消費水準世帯の推計で

あり，2009年に至るまでの約45年間に渡って日本の

公的な貧困率はベールに包まれていたのである。これ

は当時の日本社会が「貧困への政策的，社会的関心を

低下させていた」ことを端的に示している（松本 
2019a: 22-23）。対して2009年以降において相対的貧困

率が公表されているという事実は，かつてよりも貧困

に対する関心が高まっていることの反映であると理解

できるだろう。

これらの政治・行政以外の領域においても，貧困に

対する関心の高まりを傍証する事例は複数のものが挙

げられる。たとえばマスメディアによる報道では，こ

こ十数年の間，格差社会やワーキングプア，年越し派

遣村やネットカフェ難民といった貧困に関わる事象が

頻繁に取り上げられてきた。とりわけ2000年代後半に

は，「『貧困』はメディアが報道すべき重大テーマとし

てメインストリームに躍り出」（水島 2018: 52）ており，

貧困は耳目を集めるトピックへと昇華したのである。
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貧困への関心をめぐるこのような状況は，貧困への

注目が削がれていたり（松本編 2017），貧困状態の判

断がなされなかったり（岩田 2007a）していたかつて

の状況を想起すると，はるかに好転しているように思

われる。そうした状況にあってなお検討されるべきな

のは，貧困への関心の具体的な内実であろう。なぜ貧

困への関心の具体的な内実を検討する必要があるの

か。それは，貧困への関心の具体的な内実が貧困の解

消や低減に影響を与えると考えられるからである。

現代においては防貧や救貧を目的とした社会保障政

策が存在しているが，そうであるにもかかわらず貧困

が存在している。それはとりもなおさず，貧困が「経

済機構の問題であると同時に，社会政策のあり方の問

題でも」あることを意味している（松本 2019a: 24）。
社会保障政策の機能不全が貧困を生み出しているなら

ば，社会保障政策の検討を通じた貧困問題へのアプ

ローチが必要である。貧困に関わる社会政策を検討す

るうえで重要なのが貧困観（the perception of poverty）
である。貧困観の定義には複数のものがある（青木 
2005）が，本稿ではさしあたって「人びとが貧困現象

および貧困当事者に向ける関心や意識」という意味で

用いる。

貧困に関する社会政策を構想するうえで貧困観が重

要であるのは，貧困観が社会保障の方向性に正当性を

与えるとされているからである（Lepianka et al. 
2009）。人びとが貧困そのものや貧困の救済に関心を

払わない限り，国家が貧困者の救済に積極的に取り組

むことはないだろう。また政策とは異なる領域におい

ても，貧困の解決に向けた貧困観の役割は重要であ

る。本稿で用いる定義にもあるように，貧困観はその

性質上，貧困当事者へのラベルを内包している。その

ため当事者に付与されるラベルは時として，貧しい人

の苦境を増大させるとともに，貧困からの脱出を妨げ

かねないものである（Gans 1995）。
さらに，貧困者の経験を捉えるうえでも貧困観の検

討は重要な論点となりうる。貧困の車輪モデルを採用

することで貧困概念の拡張を試みるLister（2005=2011: 
147）は，貧困は物質的な観点からのみでは理解され

えず，「社会的関係，主には『貧困者』と『非貧困者』

との関係として理解するのでなければならない」と述

べている。加えて，貧困は往々にして非貧困者によっ

て定義されるものであり，「その言説や態度や行動は，

貧困がどのように経験されるかに深い影響を与える」

（Lister 2005=2011: 147）。つまり，非貧困者が貧困を

いかに認識するかという貧困観もまた貧困者の貧困経

験に影響を与える以上，貧困観の検討は貧困のさらな

る理解に寄与すると考えられるのである。

以上より貧困観は，貧困の解消のみならず，貧困の

理解を目指すにあたっても重要な役割を果たすもので

あり，その検討には一定の価値が認められるだろう。

しかしながら貧困観研究は，実態としての貧困を捉え

ることを目指す研究に比べ，その蓄積が少ないことが

かねてより指摘されてきた（青木 2005）。現在では一

定の蓄積を備えているものの，それらの研究内容が似

通ったものになっている印象は拭えない。そこで本稿

ではこれまでの貧困観研究を渉猟し，批判的に検討す

ることによって，後続研究が歩むべき道筋を示すこと

にしたい。なお，本稿では日本を事例にした研究群の

みを扱う２）。

これまでの日本の貧困観研究は３つのパターンに分

図１：相対的貧困率の推移
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注１：国民生活基礎調査（厚生労働省）の結果から引用した。

注２：1994年の値は兵庫県が，2015年の値は熊本県が，それぞれ震災等の影響により除外されている。

注３： 2018年新基準とは，OECDの所得基準の新基準（可処分所得の算出に，企業年金や個人年金などを追加すること）に基づき計算さ

れたものである。
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類できる。１つ目は，人びとによる貧困の定義やイ

メージの記述に取り組んだ経験的研究である。２つ目

には，貧困の原因や解決策に関する認識といった，貧

困観のメカニズムの解明を試みた研究が該当する。そ

して最後に，特定の貧困観――自己責任論的貧困観―

―を問題視し，それに対する批判を行った研究と，一

連の批判の瑕疵を指摘し，自己責任論批判のさらなる

深化を目指した研究とが属するパターンを提示するこ

とができる。このように１つ目および２つ目のパター

ンは経験的な研究が属するのに対し，３つ目のパター

ンには批評的な研究が属している。なお，今回扱う経

験的研究は，代表性の担保を目指したもののみに限

る３）。

以下，２章から４章までにおいて，１つ目から３つ

目までのそれぞれのパターンに対応する研究群の整理

を行う。そして最後に５章では，整理結果をふまえ，

今後の貧困観研究の展望を提示する。

２．定義およびイメージに関する貧困観を捉えた研究

群

本章では，貧困の定義やイメージに関する認識を

扱った研究群の整理を行う。

本章の目的にとって極めて重要なのが青木紀による

一連の仕事である。青木紀は日本国内の貧困観研究を

立ち上げるとともにリードしてきた。現在のところ，

タイトルに「貧困観」の語を含む学術書は青木（2010）
と増山（2012）の２冊のみである４）。このうち増山

（2012）は，キリスト教や儒教などの経典において表

現されている貧困観を検討しているため，本稿とは関

心を異にしている。このような学術書の出版状況から

も，青木が日本の貧困観研究をリードしてきたことが

わかる。

それでは青木の問題関心はどのようなものだったの

か。「現代日本の『貧困観』に関する研究準備ノート」

と題された論文において，青木は以下のように述べて

いる。すなわち，「貧困という現実とそのことにどう

対応するかという政策論議との，いわば間に位置す

る，あるいは両者を媒介するような領域にある，人び

とが貧困現象や貧困層あるいは生活保護制度そのもの

をどのように受け止めているのか，といった現実。わ

れわれの関心はここにある」（青木 2005: 69）。ただし，

こうした研究関心を共有した先行研究はほとんど存在

していなかった。「言説のあり方が公的扶助政策など

にいかに影響を与えるかの研究もなく，あるいはそも

そも「日本人が貧困をどう捉えているか」といった研

究さえもなかった」という研究蓄積の乏しさがあった

という（青木 2008: 27）。このような乏しさは高度経

済成長期における貧困の不可視化に由来したものであ

り（Aoki 2007），また不可視化された状態においては，

その乏しさは問題になりにくかった。しかしバブル経

済が崩壊し，日本における貧困の存在がリアリティを

増すにつれて，貧困観研究が行われるべき意義は増大

していった。

こうした状況をふまえ青木は，貧困観研究の端緒と

して，日本語における日常用語としての「貧困」を「貧

乏」と対比することから始めた。辞書および辞典を用

いた検討を通じて，青木（2005: 71）は以下のような

ギャップの存在を指摘する。少し長くなるが，引用す

る。

　アカデミズムの世界における貧困概念の論争や政

策決定の世界における貧困という言葉を使用した論

議などと，それ以外のジャーナリズムや世間一般の

日常世界の貧乏という言葉との間に横たわる，その

多様な使い方をめぐるギャップの存在である。いい

かえれば，そこではいわゆる貧困という言葉が文章

用語，輸入用語（必ずしもそうとはいえないが，概

念の変化に注目すればその要素は大きい），学術用

語，政策用語といった性格を帯びているのに対し

て，「貧乏」「びんぼう」が日常世界における話し言

葉としての歴史性を持ち，その存在感は大きく，埋

めがたい距離が横たわっている，ということである。

「貧困」にはややフォーマルな印象が付与されてい

る一方で，「貧乏」はどちらかというとカジュアルな

印象が付与されているという。

それでは，フォーマルな語としての「貧困」を，人

びとはどのように捉えているのであろうか。これに対

して青木は，2004年から2006年までにかけて北海道

の大学生，専門学校生，民生委員，労働組合員らをサ

ンプリングした調査を実施することによって応答した

（青木 2006; 2007a）。当該調査において「貧困」とい

う言葉から思い浮かべるイメージを尋ねた結果，「日

本人にとっての貧困のイメージは，貧困に陥った途上

国や戦後の日本の壊滅に代表されるものである」（Aoki 
2007: 8）５）ことが判明したことから，絶対的貧困の概

念が過度に意識される一方で，相対的貧困の概念がほ

とんど根付いていないことを指摘している。

こうした傾向は，それ以降の調査においても支持さ
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れている。たとえば矢野（2014）は，青木（2006; 
2007a）と同様の質問項目を用いたうえで，2013年に

神戸市内の私立大学生に調査を実施したところ，類似

した結果が得られたとしている。同じく青木（2006; 
2007）と同様の質問項目を用いて，2018年に北海道

の大学生を対象にした調査を行った由水（2020）もま

た，途上国や戦災国の生活のほか，敗戦直後の日本の

生活が，貧困のイメージとして理解されていることを

指摘している。さらに由水（2020: 89）では，相対的

貧困概念の知名度を尋ねており，それによると「『こ

とばを知っており，意味もおおよそ理解している』

（25.9%）と『ことばは知っているが，意味は理解し

ていない』（26.8%）がそれぞれ四分の一程度であり，

『ことばも意味も知らない』（39.8%）が４割近くとい

う結果だった」という。由水（2020）が用いている調

査の対象は福祉に関する授業を受講している学生であ

るため，貧困概念についての知識は高い水準にあると

予想される。そうであるにもかかわらず相対的貧困の

名称を知っている人びとの割合が50%程度であるとい

うのは，現在においてもなお，相対的貧困概念が根付

いていないということを示唆しているといえるだろ

う。

相対的貧困や相対的貧困率にはいくつかの限界が指

摘されてはいるものの（阿部 2012; 金子 2017），現代

の日本における貧困を再発見するという点では意義の

ある概念である。そうした概念が根付かず，絶対的貧

困のみが貧困として理解されている現状は，現代日本

における貧困が不可視化されているとも換言できるだ

ろう。このような貧困の不可視化は，「本当の貧困探

し」（松本 2019b）の動きと軌を一にしているように思

われる。「本当の貧困探し」の動きに含意されている

ものは，「いまの日本の貧困（例えば学者が騒いでい

るやつ）は大した問題ではなくて，『もっと深刻な貧

困（例えば飢餓に近いイメージ）』が『本当の貧困』

だという感覚である」（松本 2019b: 339）という。絶対

的貧困のみが〈本当の貧困〉であり，相対的貧困は〈偽

物の貧困〉であるとするような主張は，「貧困問題を

小さくみせ，社会的なからくりに目をつぶらせ，問題

を他人ごとにする装置かも知れない。貧困問題を深め

ているようで，実は貧困から目をそらさせる。これで

誰が得をするというのだろうか」（松本 2019b: 341）。
相対的貧困の概念が浸透していない，すなわち貧困

が不可視化された状況では，生活保護制度は十分な共

感を得られず，「年金や最低賃金水準もわずかな格差。

あるいは医療保険制度と生活保護制度（医療費の無

料）の比較によって，簡単に高い方は低い方に合わせ

られる」（青木 2007b: 206-207）と考えられるからであ

る。だからといってその喧伝に努めているだけでは，

「学者が騒いでいるやつ」という認識から脱却するこ

とはできない。適切な啓発の手法が考案されるべきで

あろう。

本章では，日本における貧困の定義やそのイメージ

という，記述的なレベルでの貧困観の整理を行ってき

た。そこでは現代日本での貧困が不可視化されている

という事実が示唆されていた。このような研究結果が

蓄積されている一方，後続の研究群は，現代における

貧困の存在を前提としたうえで，その原因や解決策に

関する認識を捉える研究群へと移行していった。次章

では，それらの研究群の検討を行いたい。

３．原因および解決策に関する貧困観を捉えた研究群

貧困の定義や概念，およびその適切な測定方法には

いくつかの議論があるものの，貧困という状況があっ

てはならないものであるということそれ自体は言うま

でもない（布川 2007; 岩田 2007b; 西村 2016）。そのた

め貧困においては，どのような解決策が講ぜられるべ

きか，という議論もまた行われることになる。ただし，

解決策の決定においては，貧困の原因に関する理解の

違いが大きな影響を及ぼす（Seccombe 2007）。たとえ

ば，貧困の原因を個人的な要因に求める立場からする

と，行政等による支援を通じた解決は肯定しにくいだ

ろう。

このような原因と解決策との関係について，西村

（2013: 141）は４つの立場に関する理念型を提示して

いる（表１にて引用）。それぞれについて見てみよう。

①の立場では，貧困は個人的要因によって生じるとさ

れており，それゆえに公的救済は大幅に制限されるこ

とになる。そこでは，「対貧困政策の実施にともなう

スティグマの発生は健全な事態」（西村 2013: 142）で

ある。②の立場は貧困の原因を個人に求めるという点

では①と同様であるが，「貧困が一般社会に対しても

たらす否
ネガティブ

定的な影響を回避あるいは最小化することに

役立つ限りにおいて，社会的な取り組みの必要性を認

める」（西村 2013: 142）という違いがある。③の立場

では，社会的要因によって貧困が生じるとしつつも，

そのアプローチは個人に向けられている。そこでは

「教育の重視」や「職業訓練等の充実」が図られるこ

とから，社会保障の「〈教育〉化」（仁平 2015）が志向

されると言えるだろう。最後に④の立場は，「極めて
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不平等に分配されている様々な機会や資源をラディカ

ルに再配分することによって貧困の解決」（西村 2013: 
143）を目指すものであり，「左派リベラルの基本的な

発想」（西村 2013: 143）になっている。

西村（2013）自身が述べているように，表１はあく

までも理念型であるため，今後の社会保障政策が４類

型のうちのいずれかを択一するとは限らない。とはい

え，将来の社会保障政策を占ううえで，貧困の原因お

よび解決に関する人びとの認識を捕捉することが重要

であることは揺るがない。こうした点は，先に引用し

たLepianka et al.（2009）の指摘とも重なるだろう。

これらをふまえ本章では，貧困の原因やその解決策に

関する人びとの認識を取り扱った先行研究群の整理を

行うことを目指す。

Ａ．貧困の原因に関する貧困観

本節では，貧困の原因に関する貧困観を主題にした

先行研究群の整理を行う。代表性のあるサンプルを用

いたもののうち，原因に焦点を当てたものとしては，

井田（2000），武川編（2006），西田（2008; 2009），
青木（2010），川野（2012），小田川（2018），川端

（2019），橋本（2020）が挙げられる。

貧困に陥る原因は多様であるし，たいていの場合，

貧困は「本人と社会との複雑で厚みのある絡み合いの

中で生じている」（仁平 2009: 233）。それゆえ貧困の原

因に関する認知を尋ねるにあたって，個人的な原因や

構造的な原因，あるいは運命論的な原因といった単純

な区分から選択させる形式には限界がある（Lepianka 
et al. 2009）。先行研究群のなかには，そうした限界を

意識し，より細分化した原因を提示しているものもあ

る（たとえば小田川 2018）が，本稿では煩雑さを避

けるとともに，表１に倣うため，個人的な原因と構造

的な原因とに単純化して整理する。

このような単純な二分法のもと，先程挙げた９つの

研究を整理したものが表２である。表２からは，現代

日本においては個人的な原因認識と構造的な原因認識

のうちのどちらが優勢ということはなく，むしろ両極

の間で揺れ動いていることが示唆される。

先行研究では個人的な原因認識と構造的な原因認識

との対立のみが言及されている（金子 2017）が，実

際の対立関係は動態的であることがうかがえる。とは

いえ，これら９件の研究群はサンプリング方法も異な

るし，ワーディングの違いもあるため，動態的な変化

は必ずしも裏付けられない。サンプリングやワーディ

ングの差異を統制したうえでの，通時的な分析が必要

になるだろう。そうした作業は単に，貧困観のダイナ

ミクスを実証するだけではない。貧困の原因認識に関

するこれまでの趨勢を示すという点で，現時点におけ

る貧困観をより詳細に説明するうえ，今後の貧困観の

展開を占うことも可能にさせるのである。後者につい

ては未来予測的な側面が強くなるため，その扱いには

細心の注意を要するが，将来の社会保障を構想すると

いう点では有意義な役割を果たすことが期待させるだ

表１：対貧困政策をめぐる立場

社
会

貧
困
は
主
に
社
会
的
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
る

←

「
積
極
的
」
対
貧
困
政
策
　

個
人

貧
困
は
主
に
個
人
的
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
る

←

「
消
極
的
」
対
貧
困
政
策
　

　
　
　
　
　
　
解
決
策

　
　
　
　
原
因
論

③
自
立
支
援

・
当
事
者
へ
の
支
援
↓
貧
困
の
脱
却

﹇
望
ま
し
い
対
貧
困
政
策
の
あ
り
方
﹈

・
教
育
の
重
視

・
求
職
活
動
の
支
援

・
職
業
訓
練
等
の
充
実

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
活
用

①
自
業
自
得

個
人
の
「
責
任
」
や
「
努
力
」
を
重
視

﹇
望
ま
し
い
対
貧
困
政
策
の
あ
り
方
﹈

・
救
済
対
象
の
厳
密
な
絞
込
み

・
寛
容
な
対
貧
困
政
策
の
廃
止
・
縮
小

個
人

個
人
に
働
き
か
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ

④
再
分
配

・
著
し
い
不
平
等
の
緩
和
↓
大
規
模
な
再
分
配

﹇
望
ま
し
い
対
貧
困
政
策
の
あ
り
方
﹈

・
雇
用
機
会
の
提
供
・
保
障

・
効
果
的
な
防
貧
体
制
（
手
当
の
充
実
等
）

・
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充

・
生
活
困
窮
者
救
済
制
度
の
充
実

②
社
会
防
衛

貧
困
が
社
会
に
及
ぼ
す
負
の
影
響
を
緩
和

﹇
望
ま
し
い
対
貧
困
政
策
の
あ
り
方
﹈

・
公
衆
衛
生
の
充
実

・「
治
安
」
対
策
の
強
化

・
道
徳
的
「
矯
正
」

・
貧
し
い
人
々
の
空
間
的
「
隔
離
」

社
会

社
会
の
し
く
み
に
働
き
か
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ

　注１：西村（2013: 141）の表１より引用。
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ろう。

Ｂ．貧困の解決策に関する貧困観

次に本節では，前節と同様に表１の枠組みに則った

うえで，貧困の解決策に関する貧困観を扱った先行研

究群を整理する。貧困の解決に関する先行研究群の多

くは，日本における最も代表的な貧困対策である生活

保護に注目し，それに対する人びとの意識を俎上に載

せてきた。ここで留意するべきなのは，生活保護制度

に関する賛否と貧困是正政策一般に関する賛否は，必

ずしも一致するとは限らないということである６）。そ

のため本節で扱う研究群には表１の枠組みには収まら

ない研究成果もあることには留意されたい。

まず扱うのが，表１の枠組みに適合的な記述を行っ

ている研究成果である。そうした研究成果からは，二

分法における解決策に関する貧困観を確認することが

できる。最も適合的なのが小田川（2018）である。そ

れによれば，サンプルの45.6%が個人の努力を重視し

たり，公的支援を否定したりする再分配反対論者に該

当するという。また山田（2015）は生活保護制度をめ

ぐる論点に関する認識を扱っている。本稿の関心に

とって最も重要な生活保護制度改革に関する認識で

は，生活保護費の削減や扶養義務の強化を支持する人

びとの割合が多かった。これら２つの研究からは，現

代日本における貧困対策に関する人びとの認識が，表

１の枠組みにおける「個人的アプローチ」に偏ってい

るか，「社会的アプローチ」と拮抗していることが読

み取れる。

このほかの先行研究群においては，人びとが抱く社

会保障政策への賛否のメカニズムを明らかにすること

が目指されており，賛否それ自体がどのような布置に

なっているのか――表１に従うならば，「個人に働き

かけるアプローチ」と「社会の仕組みに働きかけるア

プローチ」のどちらが優勢なのか――に関心が払われ

ることはほとんどなかった。このためそれらの研究群

は，本稿の関心の埒外に置かれるのだが，簡単に整理

しておく。当該研究群は概ね３群に分けられる。すな

わち，生活保護制度を含む貧困に関する社会保障政策

についての賛否の規定要因を検討したもの（大髙・唐

沢 2010; 橋本ほか 2012; 山田・斎藤 2016; 伊藤・永吉 
2020），社会保障政策への賛否とメディアの関連を検

討したもの（中村 2016; 阿部 2018; 中越・稲増 2019），
生活保護の受給に対するスティグマの効果を検討した

もの（Takahashi 2017）の３群である。

Ｃ．小括

本章ではここまで，原因認識と解決策認識の２つに

おける貧困観の先行研究サーベイを行ってきた。その

結果，原因にせよ解決策にせよ，人びとの認識が社会

または個人のどちらかに偏っているわけではなく，両

者の間で揺れ動いていることが示唆された。一方，近

年の社会政策は〈教育〉を重視したアクティベーショ

ン的転回を経てきたとされている（仁平 2019）。こう

した動きは表１における③の立場に符合するものであ

ろう。

貧困観の揺蕩と社会保障政策の一貫したアクティ

ベーション的転回路線という関係からは，後続研究の

方向性における２つの示唆が得られる。上に引用した

ように，人びとの貧困観は社会保障政策に一定の影響

を与える（Lepianka et al. 2009）。貧困観がどれほどの

説明力を有しているのかは措くとしても，揺れ動く貧

困観と一貫した社会保障政策との間に若干の乖離があ

ることは言えるだろう。素直な見方では，揺れ動く貧

困観のもとでは揺れ動く社会保障政策が導かれると考

えられるからである。

１つ目の示唆は，貧困観の変遷の検討を行うという

研究を構想させるものである。そうした構想の背景に

は，実は貧困観は揺れ動いていないという仮説があ

る。本章Ａ節で触れたように，従来の先行研究は異

なったサンプルやワーディングを用いていたため，本

稿においても統一した視点で貧困観の変遷を振り返る

ことはできていない。そのため，揺れ動いてきたよう

に思えたものの，実際は一貫した方向性に変化してき

た可能性は否定できない。この可能性が支持されたな

らば，それは社会保障政策の一貫性とも符合すること

表２：貧困の原因に関する先行研究の知見の整理

著者（出版年） 原因認識のまとめ

井田（2000） 拮抗。

武川編（2006） 拮抗。

西田（2008）
西田（2009）

個人的な要因の否定が優勢であるが、フ
リーターなどへの苛烈な評価が目立つ。

青木（2010） 社会的な要因の肯定が優勢。

川野（2012） 社会的な要因の肯定が優勢。

小田川（2018） 個人的な要因の肯定が優勢。

川端（2019） 個人的な要因の肯定が優勢。

橋本（2020） 個人的な要因の否定が優勢。

注１： 西田（2008）と西田（2009）は同様のデータを用いているた
め，まとめて記述している。

注２： いずれが優勢であるかの判断においては，各文献に掲載され
ている記述統計量を参考にした。
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になる。

２つ目の示唆は，貧困観の揺蕩と社会保障政策の一

貫性との乖離を一旦引き受けたうえで，その乖離が生

じた経緯を明らかにするという研究を構想させるもの

である。そうした研究成果からは，上述のLepianka et 
al.（2009）の主張の補強が期待される。

１つ目の示唆をふまえる場合はもちろんのこと，２

つ目の示唆をふまえる場合においても，これまでの貧

困観の変遷を統一的な観点から捉える作業は共通して

求められる。そうした作業は，「人びとが貧困状態を

いかに認識し，その認識がいかなる社会保障政策路線

に帰結したのか」という，貧困観研究と貧困研究の両

方における中心的な問いへの応答にも貢献するもので

ある。こうした作業に取り組む研究を構想しうる，と

いうのが本章の結論である。

４．特定の貧困観の乗り越えを志向した研究群およ

び，それらへの批判の整理

貧困観研究における第３のパターンを扱う本章で

は，特定の貧困観の乗り越えを志向した研究群と，そ

れらの研究群への批判の整理を行う。ここで扱う特定

の貧困観とは，先程の表１における①に該当するもの

である。つまり，貧困が生じる原因を個人に求めると

ともに，その対処として個人にアプローチすることを

志向するような貧困観である。他方で③の貧困観もま

た，しばしば批判を集める。そこでなされる批判は，

職業訓練等のワークフェアは結局のところ就業可能性

を高めるだけであるために確実な社会権保障たりえな

いというもの（仁平 2015; 山口 2020）や，その結果

得られる職業は劣悪なものであることが多く，安定し

た生活を獲得することができないというもの（桜井 
2017）などである。このように③は明白に問題含みで

あるが，「積極的」対貧困政策（表１）であるという

点において，①よりは評価に値すると考えられるだろ

う７）。そのため多くの先行研究が中心に取り上げてき

たのは，「消極的」対貧困政策のもと，個人の責任を

強調して社会保障を切り捨てようとする態度――すな

わち①――であった。

貧困に限らず，個人の責任や自己責任を強調するよ

うな態度はしばしば議論の俎上に載せられてきた。多

くの先行研究は概念としての自己責任に注目し，その

検討に取り組んできた（種村 2007; Mounk 2017=2019; 
青山 2020; 木下 2020; 小坂井 2020）。他方で本章が主眼

に置くのは，貧困の自己責任論への超克の試み――と

その試みへの批判――である。本章はそれらの試みを

２つに分類したうえで，それぞれを整理する。まずＡ

節では，直接的な自己責任批判を行ったものを概観す

る。次にＢ節では，より戦略的な手法のもとで自己責

任の批判を試みた事例として「子どもの貧困」の社会

問題化を取り上げる。

Ａ．自己責任論の直接的な超克の試みと，それへの批

判

自己責任論の乗り越えにおける最も一般的な方略

は，貧困に陥るだけの構造的な原因を主張することに

より，その誤謬を指摘するというものである。たとえ

ば門倉（2008）は『ワーキングプアは自己責任か』と

いうタイトルの書籍を，湯浅（2008）は「貧困は自己

責任なのか」というタイトルの論考をそれぞれ著して

おり，反語表現を用いることで貧困の非自己責任性を

主張している。たしかに貧困が出身階層などの社会構

造の影響を強く受けていることは繰り返し指摘されて

いる（平沢ほか 2013）し，その主張は妥当だと考え

られる。またキルティ（2007）では，貧困者は努力と

いう個人責任を放棄したがゆえに貧困に陥っているの

だという主張に対し，税制面で優遇されている高所得

者のほうが各人の責任を負っていないという反論がな

されている。

自己責任論の誤りを積極的に主張するものがある一

方，自己責任論を維持することの不利益を主張する批

判も見られる。たとえば和田（2016）は，自己責任の

論理で利益を得るのは既得権益層のみであり，その論

理に同調することによって溜飲を下げたとしても最終

的には自らも自己責任論の波に飲まれてしまうとし

て，自己責任論者への説得を試みている。 
このように貧困の自己責任論に対する超克の試みは

いくつかのものがあるが，貧困の自己責任論を退ける

にはいまだ成功していない。その理由について石川

（2016: 15）は，貧困の自己責任において抱かれてい

る「ずるいという感情」を刷新させるだけの有効な価

値を提供できていないからであると述べている。

自己責任の論理に対して有効な反駁ができていない

とする石川の批判は妥当なものであり，より詳細な実

証研究が待たれるところである。ただしその実証分析

においては，資料上の留意点が必要であろう。1990年
代の歴史修正主義言説を分析した倉橋（2018）は，歴

史修正主義者が主張を展開するにあたり学術書などか

らは距離を取り，雑誌などを舞台として選択していた

ことを指摘している。この指摘からは，異なるメディ



332 東京大学大学院教育学研究科紀要　第  60  巻　2020

ア間ではお互いの主張は届かず，交わりにくいことが

示唆される。石川が反・自己責任論の試みとして取り

上げたのは学術書や学術論文における主張であるが，

学術分野において貧困の自己責任論が声高に叫ばれる

ことはほとんどない。そのため，有効な反駁がなされ

ていないことの原因として，反・自己責任論と自己責

任論との間におけるメディアの差異によるお互いの主

張の不交錯を求めることができてしまう。

実証に取り組むうえで重要なのは，自己責任論とそ

れを批判する主張との両者が実際に交錯する舞台を確

保したうえで，両者の主張やその相互作用を分析する

ことであろう。このような作業は石川の指摘をより正

確に実証するとともに，一連の自己責任批判の試みに

対する評価を可能にするだろう。

Ｂ．「子どもの貧困」の社会問題化を通じた自己責任

論の超克の試みと，それへの批判

ワーキングプアや格差の社会問題化と時を同じくし

て，子どもの貧困もまた大きな注目を集めた。なぜ子

どもにのみ特化した貧困の形態が問題とされたのだろ

うか。子どもの貧困の社会問題化における学術的な貢

献を果たした阿部（2008: 247）は，「貧困対策を提唱

する際に常に生じる『自己責任論』との緊張が，子ど

もの貧困に特化すれば，それほど強く生じない」がゆ

えに，あえて戦略的に子どもの貧困を取り上げたのだ

という。同様に「～の貧困」（岩田 2015）として表象

されることの多い，高齢者や女性に対しては通じうる

「貧困の自己責任論が，子どもに対してはまったく通

用しない」（武川 2017; 63）という特権性が子どもの貧

困には存在しているのである。

阿部らの戦略は，「子どもの貧困対策の推進に関す

る法律」の制定に奏功したという点で一定の評価がで

きるだろうが，これらの成果を手放しで喜ぶことを戒

める指摘も寄せられている（松本 2013; 西村 2016; 成
澤 2018; 桜井 2019）。本稿の関心にとって最も重大な

のは，子どもの貧困は自己責任ではないという言辞が

標榜されることにより，大人の貧困は自己責任である

という認識が意図せざる結果として召喚されかねない

という堅田（2019）の批判である。こうした堅田の指

摘はたしかにありうるものだろう。ただしあくまでも

堅田の指摘は仮説的なものであり，データに基づいた

実証は未だ行われていない。

法制化を達成したという点においては，阿部らの戦

略は有効なものであったと思われるが，そうした戦略

のために，新たな分断――自己責任を問われない子ど

もと自己責任を問われる大人――が生み出されたのか

どうかという検証は必要であろう。そのような検証作

業の結果，堅田の批判が実証的に裏付けられたなら

ば，その成果は貧困当事者としての子どもの表象によ

る自己責任論の安易な回避を戒めるための論拠とな

る。さらにその成果は，大人および子どもの貧困それ

ぞれに特有な語りの構造を明らかにするという点で，

自己責任論の新たな乗り越え方策の提唱にも寄与しう

るものであろう。

５．まとめと結論

本稿ではここまで，現代日本における貧困観を取り

扱った先行研究群の知見について，定義およびイメー

ジに関するもの（２章），原因および解決策に関する

もの（３章），自己責任論への乗り越えを志向したも

の（４章）の３つに分類したうえで整理してきた。す

でに触れたように，貧困観研究はその重要性にもかか

わらず，十分には研究されてこなかったという歴史が

ある。近年では貧困の社会問題化の影響もあってか，

かつてに比べると多くの研究成果が出てきているもの

の，研究分野としては緒に就いたばかりであり，今後

の発展が望まれる研究領域であると言えるだろう。

最後に本稿の結論として，今後の貧困観研究の展望

を述べることにしたい。２章からは，相対的貧困概念

の浸透を目指した研究の方向性が示唆された。日本に

おける絶対的貧困のイメージは根深く，相対的貧困へ

の置換に向けた道のりは険しいと考えられるが，概念

や言葉に関する人びとの認識を扱う以上，それに関す

るテキストの分析が最初に求められるだろう。

次に３章の結果からは，人びとの貧困観の変遷を明

らかにすることが求められたと言えるだろう。貧困の

原因や解決策において，人びとはいかなる認識をして

きて，それがどのような政策的帰結につながったの

か。この問いは貧困観研究における中心に位置づくも

のの，未だ明らかにされていない。この問いに応答す

る研究が求められるだろう。

最後に４章からは，いわゆる自己責任論に関する諸

論争の帰結についての研究の方向性が示された。詳し

くは４章においてすでに記されているため割愛する

が，問題とされた自己責任がいかなる主張を行ってい

るのか，それに対してどのような批判がなされたの

か，そしてそれらの論争を経て，貧困の語られ方はい

かに変容したのかに関する解明が求められるだろう。
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注

１） 「この豊かな日本において貧困などというものは存在しない」

という語りもありうるが，こうした語りが存在したり，それを理

解したりすることが可能であるということそれ自体が，現代日本

における貧困への関心の高まりの証左であるといえるだろう。

２） 貧困観はそれぞれの国の文脈に強く影響されて形成されるた

め，複数の国を横並びで論じることは困難である。たとえば

Varyzgina & Kay（2014）は，従来の貧困観研究の多くが西欧や北

米などを事例にしているものの，そこで得られた知見は，共産主

義体制の崩壊を経た旧ソ連などの国々とは異なる可能性を指摘し

ている。海外の事例を含めた貧困観の検討は今後の課題としたい。

３） 障害者など，特定のマイノリティの貧困観を捉えたものもある

（藤原　2008など）が，本稿では取り扱わないことにする。

４） 国立国会図書館オンライン（https://ndlonline.ndl.go.jp）におい

て，タイトルに「貧困観」の語句を含む「図書」を検索したとこ

ろ，11件がヒットした（2020年８月31日時点）。そのうち，科研

費の報告書や文献における特定の章のタイトルとして「貧困観」

を用いているものが９件であった。本文に挙げた青木（2010）お

よび増山（2012）が残された２件である。

５） 訳文は筆者による。原文は以下の通り。“For the Japanese, 
images of poverty are represented by impoverished developing countries 
and the decimation of post-war Japan.”

６） 貧困是正政策一般には賛同するが，選別主義的な性格のために

生活保護制度には反対する，という事例は容易に想像できる

（Laenen　2018）。

７） 「③は劣悪であるうえに『積極的』に当事者に介入するという

点で，介入を行わない①よりも問題視するべきだ」という批判も

あるだろう。本稿はそれを首肯する立場であるため，③に関する

詳細な検討は今後の課題としたい。
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